
総務委員会議案説明資料 

令和４年１２月２１日 

件  名 頁 

１ 第１３４号議案 足立区長等の給料の特例に関する条例・・・・・・・・ ２ 

２ 第１３５号議案  足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 第１３６号議案  足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する 

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（総 務 部） 



第 １ ３ ４ 号 議 案 説 明 資 料
令和４年１２月２１日 

件  名 足立区長等の給料の特例に関する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

１ 概要 

「花畑川環境整備その１工事」及び「北綾瀬駅前交通広場整備事業」につ

いて、区は経費を当初の予定よりも大幅に増額させ、行政に対する区民の信

頼を大きく失墜させた。このことを深く反省し、区長、副区長、教育長がそ

の責任と区民への陳謝の意を表するとともに、自ら厳しい姿勢を示すため、

特別職の給与を減額する。 

（１）花畑川環境整備その１工事について

令和３年３月に契約した本工事において、区は、河川の整備、工事等

に関する専門性の欠如から、既存のボーリング調査の結果を適切に認識

できず、河床の泥土堆積に関する調査を行っていなかった。実際に工事

を進めたところ、泥土の処理や仮締切に関する工法変更が必要となり、

その結果、工事費を約６億円増額させることとなった。 

（２）北綾瀬駅前交通広場整備事業について

本事業におけるペデストリアンデッキ整備費単価の精度が甘かったこ

とから、令和４年度当初予算に過少計上し、結果として予算額を約３億

円増額させることとなった。 

２ 内容 

区長、第一・第二副区長、教育長の給料月額を次のとおり減額する。 

区長・・・・・・・・・令和５年１月分、２月分 ２０％ 

第一・第二副区長・・・令和５年１月分、２月分 １０％ 

教育長・・・・・・・・令和５年１月分     １０％ 

※ 教育長は、花畑川環境整備その１工事の当時の担当部長だったことから

減額を行う。 

３ 条例案 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  この条例は、令和５年１月１日から施行し、令和５年２月２８日限り、

その効力を失う。ただし、第１条第３号の規定は、令和５年１月３１日限

り、その効力を失う。 

今後の方針 
今回の件を教訓とし、今後同様の事態が発生しないよう適正な事務執行に

努める。 
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   足立区長等の給料の特例に関する条例（案）  

 （区長等の給料月額）  

第１条  足立区長等の給料等に関する条例（昭和３１年足立区条例第１

３号）第２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の給料の月額

は、同条例別表第１に掲げるこれらの者の給料月額から当該各号に定

める割合に相当する額を減じて得た額とする。ただし、同条例第４条

及び足立区長等の退職手当に関する条例（昭和３４年足立区条例第４

号）第３条の規定の適用については、この限りでない。  

 （１）  区長  １００分の２０  

 （２）  副区長  １００分の１０  

 （３）  教育委員会教育長  １００分の１０  

 （端数計算）  

第２条  前条により得た給料月額に千円未満の端数金額があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。  

   付  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年１月１日から施行する。  

 （失効）  

２  この条例は、令和５年２月２８日限り、その効力を失う。ただし、

第１条第３号の規定は、令和５年１月３１日限り、その効力を失う。  

 （足立区長等の給料及び退職手当の特例に関する条例の廃止）  

３  足立区長等の給料及び退職手当の特例に関する条例（令和３年足立

区条例第２１号）は、廃止する。  

 

 （提案理由）  

 区長、副区長及び教育長の給料月額を減額する必要があるので、この

条例案を提出いたします。  

 

別紙 
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第 １ ３ ５ 号 議 案 説 明 資 料  
令和４年１２月２１日 

件   名 
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内   容 

 

令和４年１２月１４日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に

基づき、足立区議会議員の期末手当を改定する。 

 

１ 期末手当の改定 

ア 令和４年度 

  支給月数の引き上げ  ３．６月 → ３．７月（＋０．１月） 

３月に支給する期末手当 ０．２５月 → ０．３５月 

 

イ 令和５年度以降 

支給月数は変わらず、支給配分の変更 

３月に支給する期末手当  ０．３５月 → 廃止 

６月に支給する期末手当  １．６５０月 → １．８５月 

１２月に支給する期末手当 １．７００月 → １．８５月 

 

＜参考＞ 

 ６月 １２月 ３月 年間計 

現行 １．６５月 １．７月 ０．２５月 ３．６月 

令和４年度 １．６５月 １．７月 ０．３５月 ３．７月 

令和５年度

以降 
１．８５月 １．８５月 ― ３．７月 

 

２ 施行年月日 

（１）令和４年度に支給する期末手当の改定…公布の日 

（２）令和５年度以降に支給する期末手当の改定…令和５年４月１日 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

 

今後の方針 
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足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第１条による改正）（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 ○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

昭和31年10月９日条例第12号 昭和31年10月９日条例第12号 

改正 

（略） 

改正 

（略） 

足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を公布する。 足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を公布する。 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

第１条～第７条【略】 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

第１条～第７条【略】 

 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で、３月１日、６月１日

及び12月１日（以下本条においてこれらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職

又は死亡した者についてもまた同様とする。 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で、３月１日、６月１日

及び12月１日（以下本条においてこれらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職

又は死亡した者についてもまた同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の35、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

 在職期間 

割合 

  在職期間 

割合 

 

 基準日が３月１日又は

６月１日である場合 

基準日が12月１日であ

る場合 

  基準日が３月１日又は

６月１日である場合 

基準日が12月１日であ

る場合 

 

 ３月 ６月 100分の100   ３月 ６月 100分の100  

 １月15日以上３月未満 ３月以上６月未満 100分の60   １月15日以上３月未満 ３月以上６月未満 100分の60  

別紙 

5



 

改正前 改正後 

 １月15日未満 ３月未満 100分の30   １月15日未満 ３月未満 100分の30  

３～４【略】 ３～４【略】 

附 則 

【略】 

附 則 

【略】 

別表【略】 別表【略】 
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1/2 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第２条による改正）（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 ○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

昭和31年10月９日条例第12号 昭和31年10月９日条例第12号 

改正 

（略） 

改正 

（略） 

足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を公布する。 足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を公布する。 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

第１条～第７条【略】 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

第１条～第７条【略】 

 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で、３月１日、６月１日

及び12月１日（以下本条においてこれらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職

又は死亡した者についてもまた同様とする。 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で    、６月１日及

び12月１日（以下本条においてこれらの日を「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職又

は死亡した者についてもまた同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の35、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、100分の185を乗じて得た額

に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

 在職期間 

割合 

  在職期間 割合  

 基準日が３月１日又は

６月１日である場合 

基準日が12月１日であ

る場合 

  ６月 100分の100  

 ３月 ６月 100分の100   ３月以上６月未満 100分の60  

 １月15日以上３月未満 ３月以上６月未満 100分の60   ３月未満 100分の30  

別紙 
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2/2 

改正前 改正後 

 １月15日未満 ３月未満 100分の30      

３～４【略】 ３～４【略】 

附 則 

【略】 

附 則 

【略】 

付 則（令和４年１２月●日条例第●号） 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１

日から施行する。 

 

別表【略】 別表【略】 
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第 １ ３ ６ 号 議 案 説 明 資 料  
令和４年１２月２１日 

件   名 足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内   容 

 

令和４年１２月１４日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に

基づき、足立区長等の期末手当を改定する。 

 

１ 期末手当の改定 

支給月数は変わらず、支給配分の変更 

令和５年度から３月期末手当を廃止し、６月・１２月期が均等になるよう

配分 

３月に支給する期末手当  ０．２５月 → 廃止 

６月に支給する期末手当  １．３７月 → １．４９５月 

１２月に支給する期末手当 １．３７月 → １．４９５月 

＜参考＞ 

 ６月 １２月 ３月 年間計 

現行 １．３７月 １．３７月 ０．２５月 ２．９９月 

令和５年度

以降 
１．４９５月 １．４９５月 ― ２．９９月 

 

２ 施行年月日 

令和５年４月１日 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

 

今後の方針 
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足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区長等の給料等に関する条例 ○足立区長等の給料等に関する条例 

昭和31年10月12日条例第13号 昭和31年10月12日条例第13号 

足立区長、助役及び収入役の給料等に関する条例を公布する。 足立区長、助役及び収入役の給料等に関する条例を公布する。 

足立区長等の給料等に関する条例 

第１条～第３条【略】 

足立区長等の給料等に関する条例 

第１条～第３条【略】 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 区長等に給料及び旅費のほか地域手当、通勤手当及び期末手当を支

給する。 

第４条 区長等に給料及び旅費のほか地域手当、通勤手当及び期末手当を支

給する。 

２ 前項の地域手当及び通勤手当の額は、足立区職員の給与に関する条例（昭

和50年足立区条例第13号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職

員の例による。 

２ 前項の地域手当及び通勤手当の額は、足立区職員の給与に関する条例（昭

和50年足立区条例第13号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職

員の例による。 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支給

する場合においては100分の25、６月及び12月に支給する場合においては

100分の137を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支

給割合を乗じて得た額とする。 

３  第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、           

100分の149.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による

支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 

(３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 

附 則 

【略】 

附 則 

【略】 

 

 

 

（別表）【略】 

付 則（令和４年１２月●日条例第●号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（別表）【略】 

 

別紙 
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